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年間30日以上個人経営で海面漁業を営んだ漁業経営体

および漁業経営体に雇われて、又は共同経営に出資従事

して年間30日以上海面漁業の海上作業に従事した世帯

員のいる世帯 。

利潤または生活の資を得るために生産物（海面養殖業の

収穫物を含む）を販売することを目的として海面におい

て水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯または

事業所をいう。ただし海上作業従事日数が年間30日未

満の個人経営体は除く。

漁業経営体とは

個人経営体　年間30日以上個人経営で海面漁業を営んだ

                 漁業経営体。
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